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刀て

WTO (世界貿易機関)に基づく政府調達に関する協定(平成 7年条約第23号)の適用を受ける特定調達契約につ

き、 一般競争入札の落札者を決定したので、次のとおり落札者等について告示する。

平成26年10月17日

1 落札に係る物品等の名称 予定数量及び調達方法

灯油 146， 000リットル購入

2 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

石川県立高松病院事務局総務課経理係

かほく市内高松ヤ36

3 落札者を決定した日

平成26年 9月25日

4 落札者の名称及び所在地

北星産業株式会社

金沢市片町2丁目 3番17号

5 落札金額

90. 72円/リットル

6 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

7 一般競争入札の公告を行った日

平成26年 7月18日

石川県告示第467号

石川県知事 谷 本 正 憲

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第 1項の規定により、次のとおり県道の区域を変更する。

なお、その関係図面は、平成26年10月17日から同月 31日まで縦覧に供する。

平成26年10月17日

石川県知事 谷 本 正 憲
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道 路 の 区 域 関係図面の
路線名

変 更 の 区 問 旧新別 敷地の幅員(m) 延長(m) 縦覧場所

|日 5. 40~1 1. 20 137. 1 南加賀土木
小松市八幡庚240番 1地先から

総合事務所大野八幡線
小松市八幡庚155番地先まで 新 7. 70~15. 40 137. 1 維持管理課

石川県告示第468号

次のとおり県道の供用を開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第四条第 2項の規定により、告示する。

なお、その関係図面は、平成26年10月17日から同月 31日まで縦覧に供する。

平成26年10月17日

石川県知事 谷 本 正 憲

路線名 供用 開始の 区間 供用開始の期日
関係図面の
縦覧場所

南加賀土木

大野八幡線
小松市八幡庚240番 1地先から

小松市八幡庚155番地先まで
平成 26年 10月 17日 総合事務所

小松根上線 小松市大川町一丁目 18番 2地先から

小松市大川町三丁目 5番 1地先まで

公 &. 
zョ

平成26年度毒物劇物取扱者試験公告

維持管理課

" " 

毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第 8条第 1項第 3号の規定により、平成26年度毒物劇物取扱者試験

を次のとおり実施する。

平成26年10月17日

1 試験の日時

平成27年 2月10日(火)午後 1時から午後4時30分まで

2 試験会場

金沢市鞍月 2丁目 1番地

石川県地場産業振興センター

3 出願に関する書類の受付期間

平成27年 1月 5日(月)から同月 19日(月)まで(県の休日を除く。)

4 出願に関する書類の提出先

(1) 県内(金沢市を除く。)に居住する者

住所地を管轄する石川県保健福祉センター

(2) 金沢市及び県外に居住する者

石川県健康福祉部薬事衛生課

5 その他

石川県知事 谷 本 正 憲

試験実施案内等の請求、詳細な点についての問合せ等は、最寄りの石川県保健福祉センター又は石川県健康福祉

部薬事衛生課へすること。

公共測量実施公告

測量法(昭和24年法律第188号)第39条において準用する同法第14条第 1項の規定により、白山市長から、次のと

おり公共測量を実施する旨の通知があった。

平成26年10月17日
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石川県知事 谷 本 正 憲
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業 種 類 作 業 期 間 作業地域

公 共 視リ 量 | 平成26年10月 1日から | 白山市北東地域

( 2 級 ・ 3 級 基準点測量) I 平成27年3月10日まで

土地区画整理組合の理事退任公告

土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第29条第 1項の規定により、次のとおり土地区画整理組合の理事が退任

した旨の届出があった。

平成26年10月17日

石川県知事 谷 本 正 憲

七尾市万行地区土地区画整理組合

退任した理事

氏一一一
名

清重

秀雄

住

七尾市万行町11部92番地

七尾市万行町32部151番地の 2

所 退任年月日

平成25年 7月 8日

平成26年 3月 2日

土地区画整理組合の定款の変更認可公告

土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第39条第 1項の規定により、土地区画整理組合の定款の変更を次のとお

り認可した。

平成26年10月17日

石川県知事 谷 本 正 憲

1 組合の名称

七尾市万行地区土地区画整理組合

2 事務所の所在地

七尾市万行町34部25番地 1

3 設立認可の年月日

平成8年 3月 5日

4 変更認可の年月日

平成26年10月8日

臣と
.1m. 査 委 貝

財政的援助団体等監査結果公表

地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第 7項の規定に基づき、平成25年度の財政的援助等に係る監査を実施

したので、その結果を次のとおり公表する。

平成26年10月17日

石川県監査委員 向 出 勉

同 回 中 博 人

同 安 回 1箕

同 織 田 青争 {-i;; 

監 査箇所名 監査年月日 監査の結果

学校法人藤花学園 平成26年 9月 1日
補助金に係る出納その他の事務の執行は、おお

むね適正に処理されていると認める。

一般財団法人石川県女性センター " 
公の施設の管理に係る出納その他の事務の執行

は、おおむね適正に処理されていると認める。
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公益財団法人石川県文教会館 " 
当該団体の出納その他の事務の執行は、おおむ

ね適正に処理されていると認める。

公益社団法人石川県私学振興会 " 
補助金に係る出納その他の事務の執行は、おお

むね適正に処理されていると認める。

社会福祉法人石川整肢学園 " " 
いしかわミュ ジックアカプ、ミ 実行委

" " 員会

石川の農林漁業まつり実行委員会 " " 
世界農業遺産活用実行委員会 " " 
社会福祉法人石川県社会福祉事業団 " 

当該団体の出納その他の事務の執行は、おおむ

ね適正に処理されていると認める。

公益財団法人石川県林業労働対策基金 " " 
公益財団法人能登半島地震復興基金 平成26年 9月 3日 " 
公益財団法人奥能登開発公社 " " 
のと里山空港利用促進協議会 " 

補助金に係る出納その他の事務の執行は、おお

むね適正に処理されていると認める。

石川県土地改良事業団体連合会 " " 
社会福祉法人松原愛育会 " 

公の施設の管理に係る出納その他の事務の執行

は、おおむね適正に処理されていると認める。

北陸エアターミナルピル株式会社 " 
当該団体の出納その他の事務の執行は、おおむ

ね適正に処理されていると認める。

社会福祉法人福寿会 " 
補助金に係る出納その他の事務の執行は、おお

むね適正に処理されていると認める。

一般財団法人石川県県民ふれあい公社 " 
当該団体の出納その他の事務の執行は、おおむ

ね適正に処理されていると認める。

本多の森ホール運営委員会 " 
補助金に係る出納その他の事務の執行は、おお

むね適正に処理されていると認める。

定期監査の結果報告に基づいて講じた措置の公表

石川県知事等より標記のことについて、別紙のとおり通知を受けたので地方自治法(昭和22年法律第67号)第199

条第12項の規定により公表する。

平成26年10月17日

石川県監査委員 向 出 勉

同 田 中 ↑専 人

同 安 田 1箕

同 織 回 青争 {-i;; 

(別紙)

農 政 第 1721号

平成26年 9月8日

石 川 県監査委員 様

石川県知事 谷本正憲

平成26年 8月29日付け石監査第238号で通知のあった監査の結果に基づき、下記のとおり措置を講じたので地方自

治法第199条第12項の規定により通知します。

言己
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指摘事項 機関名

公用車の交通事故が発生してい 農業政策課

ます。

公用車の運行に際しては、安全

運転に万全を期するよう十分注意

してください。

石 川 県監査委員様

監査結果に基づき講じた措置

公用車の運転には交通関係法規を遵守し、安全運転に万全を

期するよう、改めて全職員に対し周知徹底を図りました。

また、事故を起こした当該職員には、運転技術の改善 ・向上

を図るため「自動車運転技術向上研修」の受講を指示いたしま

した。

今後このようなことがないよう、公用車の運転に際しては、

安全運転に万全を期するよう十分注意し、交通事故の防止に努

めます。

農研第1407-1号

平成26年 9月18日

石川県知事 谷 本 正 憲

5 

平成26年8月29日付け石監査第238号で通知のあった監査の結果に基づき、下記のとおり措置を講じたので地方自

治法第199条第12項の規定により通知します。

指摘事項 機関名

財産事務において適正を欠くも 農林総合研

のがありました。 究センター

今後、このようなことがないよ

う十分注意 してください。

工事事務において適正を欠くも

のがありました。

今後、このようなことがないよ

う十分注意 してください。

石 川 県 監査委 員 様

言己

監査結果に基づき講じた措置

指摘のあった財産事務につきましては、今後、このようなこ

とがなし、ょう、処理業務一覧表により、関係機関に文書で依頼

するだけでなく、職員相互のチェック体制を強化することによ

り適正な事務処理に万全を期するよう徹底しました。

指摘のあった工事事務につきましては、今後、このようなこ

とがなし、ょう、 工事事務に関する研修会の開催や関係機関に事

前確認を行うなど、建設工事関係例規等に基づく適正な事務処

理に万全を期するよう徹底しました。

石 公委第 77号

平成26年9月12日

石 川 県公安委 員 会

平成26年8月29日付け石監査第238号で通知のあった監査の結果に基づき、下記のとおり措置を講じたので地方自

治法第199条第12項の規定により通知します。

言己

指摘事項 機関名 監査結果に基づき講じた措置

支出事務において適正を欠くも 警察本部 指摘のあった支出事務につきましては、今後、このようなこ

のがありました。 とがないよう、職員相互のチェック体制を強化するとともに、

今後、このようなことがないよ 適正な事務処理に万全を期するよう徹底しました。

う十分注意 してください。
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